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農地リフレッシュ通信（35号）（H24. 2. 3） P02

実 施 期 間：平成22年9月1日～平成22年10月31日

今回の紹介地区 No.145

作 業 内 容：雑草刈払、石礫除去、整地等

再生利用者の経営概要

取 組 主 体：農事組合法人 たねっこ（作付作物：大豆、キャベツなど）

取組のきっかけ：農事組合法人に加入している組合員の耕作放棄地を再生利用し、
規模拡大による雇用確保として取組が実現。

秋田県 大仙市 小種地区

問い合わせ先：大仙市農業再生協議会 0187-63-1111（大仙市農林振興課）

効 果

経営規模の拡大に向けた取組の推進に資する耕作放棄地の再生利用

平成13年度から実施された県営基盤整備事業を契機に平成16年度に農事組合
法人「たねっこ」を設立（現在、組合員132戸）。１ha区画ほ場で水稲・大豆、野菜を
生産する大規模複合経営を行っているほか、イオン（株）を通じた安全・安心な「た
ねっこブランド米」の生産・販売、複合作物の導入による雇用確保といった取組を
行っている。

耕作放棄地再生利用緊急対策の取組概要

対 象 面 積：５.０５ha（畑）

経 営 規 模：２６０ha

調 整 経 緯：市及び農業委員会が土地所有者と使用貸借の調整を行い、実施
に至る。

再生作業中 再生作業後再生作業前

営 農 作 物：米、大豆、キャベツ、ねぎ、花きなど

経営面積は耕作放棄地再生前の255haから260haに拡大。

新たな販売先への需要を賄うための安定的な生産量の確保にまとまった耕作放
棄地を再生利用することは有効。


